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９
月
23
日（
祝
）か
ら
30
日（
金
）ま
で

の
間
に
、
調
査
員
が
皆
さ
ん
の
お
宅
に

調
査
票
の
記
入
の
お
願
い
に
伺
い
ま

す
。ご

記
入
い
た
だ
い
た
調
査
票
は
、
10

月
１
日（
土
）か
ら
10
日（
祝
）ま
で
の
間

に
調
査
員
が
受
け
取
り
に
伺
い
ま
す
。

調
査
員
は
国
家
公
務
員
で
あ
り
、
調

10
月
１
日（
土
）、
全
国
一
斉
に
国
勢

調
査
が
行
わ
れ
ま
す
。

国
勢
調
査
の
結
果
は
、
少
子
高
齢
社
会

へ
の
取
り
組
み
や
、
国
や
都
道
府
県
・
市

区
町
村
の
行
政
に
生
か
さ
れ
ま
す
。

調
査
の
対
象
は
赤
ち
ゃ
ん
か
ら
お
年

寄
り
ま
で
、
日
本
に
住
ん
で
い
る
す
べ

て
の
人
で
す
。

査
員
証
を
携
帯
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

調
査
関
係
者
に
は
、
守
秘
義
務
が
あ
り
、

調
査
内
容
の
秘
密
は
保
護
さ
れ
ま
す
。

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

飲
み
水
と
し
て
井
戸
水
を
利
用
し
て

い
る
人
は
、
次
の
こ
と
に
注
意
し
て
衛

生
的
な
管
理
に
心
掛
け
て
く
だ
さ
い
。

１．
コ
ッ
プ
に
水
を
採
っ
て
色
、
濁
り
、

に
お
い
な
ど
に
異
常
が
な
い
か
点
検

し
ま
し
ょ
う

２．

井
戸
や
貯
水
タ
ン
ク
の
周
り
の
点

検
、
清
掃
を
行
い
、
清
潔
に
保
ち
ま

し
ょ
う

３．

飲
み
水
が
飲
用
に
適
す
る
か
ど
う

か
、
年
１
回
水
質
検
査
を
受
け
ま
し

ょ
う

市
の
防
災
体
制
の
確
立
を
期
す
る
と

と
も
に
、
市
民
の
防
災
意
識
の
高
揚
お

よ
び
防
災
行
動
力
の
向
上
を
図
る
こ
と

を
目
的
に
、
市
内
を
震
源
域
と
す
る
直

下
型
地
震
を
想
定
し
た
総
合
防
災
訓
練

を
実
施
し
ま
す
。
訓
練
当
日
は
会
場
周

辺
で
消
防
車
の
サ
イ
レ
ン
が
鳴
っ
た

り
、
赤
色
回
転
灯
が
点
滅
し
た
り
し
ま

す
が
、
火
災
な
ど
と
間
違
え
な
い
よ
う

に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

●
日
時
＝
９
月
29
日（
木
）午
後
２
時
〜

３
時
45
分（
荒
天
中
止
）

●
会
場
＝
三
里
塚
小
学
校

23
日
か
ら
30
日
に
調
査
票
を
配
布

10
月
１
日
は
国
勢
調
査
の
日

※
く
わ
し
く
は
企
画
課（
1
20-

１
５
０
１
）

へ
。

水
質
検
査
を

受
け
ま
し
ょ
う

井
戸
水
の
衛
生
管
理

い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
に

訓
練
に
参
加
を

総
合
防
災
訓
練

※
水
質
検
査
の
受
け
付
け
は
、
印
旛
保

健
所
成
田
支
所（
加
良
部
３-

３-

１
・

1
26-

７
２
３
１
）で
予
約
制
に
な
っ
て

い
ま
す
。
く
わ
し
く
は
同
支
所
へ
。

※
当
日
会
場
で
は
地
震
体
験
車
で
震
度

７
を
体
感
で
き
ま
す
。
く
わ
し
く
は

防
災
対
策
課（
1
20-

１
５
２
３
）へ
。

煙体験コーナーもあります

9月下旬から調査員がおうかがいいたします。 
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９
月
21
日（
水
）か
ら
30
日（
金
）ま
で

『
ゆ
ず
ろ
う
よ
　
み
ん
な
も
い
つ
か
は

高
齢
者
』と『
ス
ピ
ー
ド
を
　
お
と
し
て

見
え
る
　
街
笑
顔
』
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動
が
全
国
一
斉

に
実
施
さ
れ
ま
す
。
今
年
の
重
点
目
標

は
、
次
の
２
点
で
す
。

１．

夕
暮
れ
時
の
歩
行
中
と
自
転
車
乗

用
中
の
交
通
事
故
防
止

２．

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ

ー
ト
の
正
し
い
着
用
の
徹
底

昨
年
は
、
市
内
で
９
人
が
交
通
事
故

で
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
交
通
事
故
を

無
く
す
に
は
、
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
が

交
通
ル
ー
ル
を
守
り
、
思
い
や
り
を
も

っ
た
運
転
を
心
掛
け
る
こ
と
が
必
要
で

す
。
こ
の
運
動
を
き
っ
か
け
に
家
族
で

交
通
安
全
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
み
ま

し
ょ
う
。

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動
の
一
つ
と

し
て
、
小
・
中
学
生
か
ら
募
集
し
た

「
交
通
安
全
ポ
ス
タ
ー
」
の
入
賞
作
品

を
展
示
し
ま
す
。

●
期
間
＝
９
月
21
日（
水
）〜
30
日（
金
）

●
会
場
＝
イ
オ
ン
成
田
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

セ
ン
タ
ー

現
在
成
田
市
で
は
、
本
人
に
な
り
す

ま
し
た
転
入
届
、
転
出
届
、
転
居
届
な

ど
を
防
止
し
、
住
民
基
本
台
帳
の
正
確

な
記
録
を
確
保
す
る
た
め
に
、
届
出
人

が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。

確
認
方
法
と
し
て
、
免
許
証
、
パ
ス

ポ
ー
ト
、
保
険
証
な
ど
の
提
示
を
お
願

い
し
て
い
ま
す
が
、
10
月
１
日
か
ら
は
、

免
許
証
な
ど
の
証
明
書
を
お
持
ち
で
な

い
人
に
は
次
の
こ
と
に
ご
協
力
を
お
願

い
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
な
ど
氏
名
の
み

確
認
で
き
る
書
類
の
場
合
に
は
複
数
の

提
示
を
お
願
い
し
ま
す
。

本
人
確
認
が
十
分
で
き
な
か
っ
た
場

合
に
は
、
異
動
さ
れ
た
人
に
対
し
異
動

届
を
受
理
し
た
旨
を
通
知
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

な
お
、
委
任
状
で
異
動
届
を
さ
れ
た

場
合
に
は
、
代
理
人
の
本
人
確
認
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。

犯
罪
被
害
者
相
談
窓
口

各
種
犯
罪
や
交
通
事
故
で
お
困
り
の

人
の
た
め
に
、
相
談
窓
口
を
開
設
し
て

い
ま
す
。

●
相
談
サ
ポ
ー
ト
コ
ー
ナ
ー（
1
０
４

３-

２
２
７-

９
１
１
０
）

●
女
性
被
害
１
１
０
番（
1
０
４
３-

２

２
３-
０
１
１
０
）

●
少
年
セ
ン
タ
ー（
ヤ
ン
グ
テ
レ
ホ
ン
）

（
7
０
１
２
０-

７
８
３
４
９
７
）

●
女
性
相
談
所（
7
０
１
２
０-

０
４
８

２
２
４
）

●
暴
力
団
相
談（
1
０
４
３-

２
５
４-

８

９
３
０
）

千
葉
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

犯
罪
被
害
な
ど
に
遭
っ
た
人
や
そ
の

家
族
が
、
一
日
も
早
く
平
穏
な
生
活
を

取
り
戻
す
た
め
の
支
援
を
行
う
民
間
団

体
が
活
動
。
専
門
相
談
員
に
よ
る
面
接

（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
）、
電
話
相
談
を
は

じ
め
、
警
察
や
裁
判
所
へ
の
付
き
添
い

な
ど
も
行
っ
て
い
ま
す
。

●
電
話
相
談
＝
０
４
３-

２
２
１-

３
０
１

０
●
受
付
日
時
＝
月
〜
金
曜
日（
祝
日
・

年
末
年
始
を
除
く
）
午
前
10
時
〜
午

後
４
時

犯
罪
被
害
者
給
付
制
度

通
り
魔
殺
人
な
ど
の
故
意
の
犯
罪
行

為
に
よ
り
、
不
慮
の
死
を
遂
げ
た
被
害

者
の
遺
族
ま
た
は
身
体
に
障
が
い
な
ど

を
負
わ
さ
れ
た
被
害
者
に
対
し
て
、
社

会
の
連
帯
共
助
の
精
神
に
基
づ
き
、
国

が
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
を
支
給
し
、

そ
の
精
神
的
、
経
済
的
打
撃
の
緩
和
を

図
ろ
う
と
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

９
月
21
日
か
ら

30
日
ま
で
実
施

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動

入
賞
作
品
を

展
示
し
ま
す

交
通
安
全
ポ
ス
タ
ー
展

※
く
わ
し
く
は
交
通
防
犯
課（
1
20-

１
５

２
７
）へ
。

※
く
わ
し
く
は
交
通
防
犯
課（
1
20-

１
５

２
７
）へ
。

正
確
な
記
録
の
た
め
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

住
民
異
動
届

※
く
わ
し
く
は
市
民
課（
1
20-

１
５
２
５
）

へ
。

相
談
窓
口
や

被
害
給
付
制
度
も

犯
罪
被
害
者
支
援

※
く
わ
し
く
は
県
警
察
本
部
犯
罪
被
害

者
対
策
室（
1
０
４
３-

２
２
７-

９
１

３
１
）ま
た
は
成
田
警
察
署
警
務
課

（
1
27-

０
１
１
０
）へ
。

ス
ト
ッ
プ
！
ポ
イ
捨
て 

空
き
缶
や 

吸
い
殻
の
投
げ
捨
て
は 

条
例
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す 

 

昨年の市長賞受賞作品
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◆

現
在
工
事
中
の
市
道
郷
部
線（
国
道

51
号
を
起
点
に
囲
護
台
地
区
を
抜
け
、

成
田
国
際
高
校
・
成
田
警
察
署
を
通

り
、
美
郷
台
地
区
・
土
屋
を
結
ぶ
）は

平
成
18
年
４
月
全
線
開
通
を
目
指
し
て

い
ま
す
。

工
事
の
最
終
段
階
を
迎
え
、
成
田
国

際
高
校
先
の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
区
か
ら

国
道
51
号
に
つ
な
が
る
新
設
部
分
と
既

存
路
線
の
接
続
工
事
を
実
施
す
る
た

め
、
車
線
規
制
を
行
い
ま
す
。

ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、
安
全

な
工
事
の
た
め
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

●
規
制
部
分
＝
地
図
に
示
し
た
区
間
の

両
側
に
つ
い
て
、
現
状
片
側
２
車
線

を
１
車
線
に
規
制

●
期
間
＝
９
月
15
日（
木
）〜
平
成
18
年

３
月
31
日（
金
）

住
宅
地
な
ど
で
農
薬
を
散
布
す
る
と

き
、
農
薬
が
飛
散
し
て
周
辺
の
住
民
な

ど
が
被
害
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
住
宅
地
内
お
よ
び
住
宅
地
に
近
接

し
た
農
地（
市
民
農
園
や
家
庭
菜
園
な

ど
）で
栽
培
し
て
い
る
農
作
物
や
、
庭

木
な
ど
に
農
薬
を
散
布
す
る
と
き
は
、

次
の
こ
と
を
守
り
、
農
薬
が
飛
散
し
な

い
よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

①
周
囲
に
影
響
が
少
な
い
時
間
帯
を
選

び
、
風
が
な
い
と
き
や
弱
い
と
き
に

最
小
限
の
範
囲
に
と
ど
め
、
風
向
き

や
散
布
方
向
な
ど
に
注
意
す
る

②
庭
木
な
ど
、
食
用
と
し
な
い
植
物
へ

の
散
布
で
も
、
農
薬
取
締
法
に
基
づ

い
て
登
録
さ
れ
た
農
薬
を
、
使
用
上

の
注
意
を
守
っ
て
使
用
す
る

③
周
辺
住
民
に
、
事
前
に
農
薬
の
使
用

目
的
、
散
布
日
時
、
農
薬
の
種
類
な

ど
を
連
絡
し
、
散
布
時
に
は
立
て
看

板
を
表
示
す
る
な
ど
し
て
区
域
内
に

ほ
か
の
人
が
入
ら
な
い
よ
う
に
す

る
。
特
に
、
近
く
に
学
校
や
通
学
路

が
あ
り
、
散
布
時
に
通
行
が
予
想
さ

れ
る
場
合
に
は
、
学
校
や
保
護
者
な

ど
に
連
絡
す
る

④
農
薬
を
使
用
し
た
年
月
日
、
場
所
、

農
薬
の
種
類
ま
た
は
名
称
、
希
釈
倍

率
、
対
象
植
物
な
ど
を
記
録
し
、
一

定
期
間
保
管
す
る

９
月
１
日
〜
11
月
30
日
ま
で
全
国
一

斉
に「
安
心
ガ
ス
ラ
イ
フ
21
運
動
」が
実

施
中
で
す
。
ガ
ス
使
用
時
の
事
故
撲
滅

を
図
り
、
安
全
型
ガ
ス
設
備
・
機
器
の

普
及
を
促
進
し
、
安
全
装
置
の
な
い
ガ

ス
器
具
を
減
少
さ
せ
る
た
め
の
運
動
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

台
所
の
ガ
ス
コ
ン
ロ
、
ガ
ス
小
型
湯

沸
か
し
器
を
使
用
中
は
必
ず
換
気
扇
を

回
す
か
、
窓
を
開
け
る
。
ガ
ス
ス
ト
ー

ブ
を
使
用
す
る
際
は
、
30
分
に
１
回
、

窓
や
ド
ア
を
開
け
換
気
を
す
る
、
安
全

装
置
や
警
報
器
を
設
置
す
る
な
ど
注
意

し
ま
し
ょ
う
。

１
冊
で
１

年
分
の
広
報

な
り
た
が
綴

れ
る
フ
ァ
イ

ル
を
希
望
者

に
無
料
で
お

分
け
し
て
い

ま
す
。

●
配
布
場
所

＝
市
役
所
１
階
行
政
資
料
室
、
市
立
図

書
館
、
各
公
民
館
、
保
健
福
祉
館
、
三

里
塚
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

工
事
の
た
め
の
車
線
規
制
に
ご
協
力
を

市
道
郷
部
線

農
薬
が
飛
散
し
な
い
よ
う

ご
注
意
を

住
宅
地
な
ど
で
の
農
薬
の
使
用

ガ
ス
機
器
を

安
全
に
使
用
す
る
た
め

安
心
ガ
ス
ラ
イ
フ
21
運
動

希
望
者
に
無
料
で

お
分
け
し
て
い
ま
す

広
報
な
り
た
用
フ
ァ
イ
ル

①国民健康保険税 （第3期分）
②介護保険料 （第3期分）
"納期はいずれも9月16日（金）～9月30日
（金）です。
※くわしくは①保険年金課（120-1526）、
②介護保険課（120-1545）へ。

今月の納税

ニュータウン側との接続部分

※
農
薬
と
健
康
に
関
す
る
相
談
は
農
政

課（
1
20-

１
５
４
１
）ま
た
は
健
康
増

進
課（
1
27-

１
１
１
１
）へ
。

※
く
わ
し
く
は
千
葉
ガ
ス（
株
）
成
田
支

社（
1
26-

２
１
５
１
）へ
。
ま
た
、
都

市
ガ
ス
を
ご
使
用
で
、
ガ
ス
臭
い
と

感
じ
た
ら
、
休
日
・
夜
間
を
問
わ
ず

同
支
社
へ
連
絡
を
。

※
く
わ
し
く
は
広
報
課（
1
20-

１
５
０
３
）

へ
。

Ｊ
Ｒ
成
田
駅 

文 
国際高校 

成田警察署 

中台運動公園 

 

国
道
51
号
 

車線規制部分 

新設部分（工事中） 

JR
線
 

京
成
線
 

（写真参照） 

市
道
郷
部
線 

※くわしくは街路課（120-1565）へ。



2005.9.159

一人で悩んでいないで相談してみませんか？

毎日の生活の中で、疑問に思っていること、だれかに相談したいと
思っていることはありませんか。市などでは、そんなあなたの要望に
応え、各種相談を行います。相談は無料で秘密は厳守されます。この
機会に日ごろ感じている疑問や悩みを解消してみてはいかがですか。

相　談　名 期　日 時　間 場　所 問い合わせ先

市民相談 月～金曜日 08：30～17：00 市役所2階相談室

市民生活相談（家事・民事） 月・木曜日 09：00～16：00 〃

法律相談（予約制・市内在住の人）
水曜日 13：00～16：00 〃

（裁判所で係争中の事件は除く）

もめごと・なやみごと・苦情相談
9月27日（火） 10：00～15：00 市役所2階201会議室

（人権・行政相談）

不動産相談 9月20日（火） 10：00～12：00 〃

税務相談 9月20日（火） 10：00～15：00 市役所2階相談室

外国人相談（英語・中国語・
9月22日（木） 13：00～16：00 市役所2階201会議室

スペイン語・ポルトガル語）

市民よろず相談 9月17日（土） 13：00～16：00 保健福祉館相談室
県行政書士会印旛支部

0 作田義美さん123-3286

女性就業（内職）相談
水・金曜日 10：00～16：00

市役所2階 商工観光課122-1111
（来所前に要電話） 女性就業相談室 内線2724

高齢者職業相談 月～金曜日 08：30～17：00
市役所2階 商工観光課122-1111
高齢者職業相談室 内線2725

パートタイマー職業相談 月～金曜日 08：30～17：00
パートサテライト パートサテライト
（商工会館１階） 122-8281

消費生活相談 月～金曜日 10：00～16：00
消費生活センター 消費生活センター
（市役所2階） 123-1161

商工業者法律相談（予約制） 9月22日（木） 10：00～12：00 商工会館2階相談室 商工会議所122-2101

年金相談 水曜日 10：00～15：00 市役所1階相談室 保険年金課120-1526

交通事故相談 10月4日（火） 10：00～15：00 市役所4階402会議室 交通防犯課120-1527

心配ごと相談 木曜日 10：00～15：00 保健福祉館会議室 社会福祉協議会127-7755

酒害相談
9月15日（木）・

09：00～12：00 〃 〃
10月6日（木）

家庭児童相談 月～金曜日 09：00～16：00 市役所1階家庭児童相談室 児童家庭課120-1538

戦没者遺族相談 9月26日（月） 10：00～15：00 市役所1階相談室 社会福祉課120-1536

健康体力相談 10月4日（火） 09：00～12：00 市体育館 市体育館126-7251

就学相談（予約制） 月・火・木曜日 09：00～17：00 市役所5階会議室 教育指導課120-1582

教育相談（予約制） 火曜日 09：00～16：00 成田市教育センター 教育センター120-2922

教育相談（不登校相談も） 月～金曜日 09：00～16：00 成田市ふれあいるーむ21 教育相談室120-1414

市民支援課市民相談室
120-1507
※相談日が祝日と重なる
場合はお問い合わせく
ださい。


